
別紙「委託料・支払内訳書」 

 

１ 委託料 

業務委託契約書の「４委託料」は、次の「（１）ア委託料」及び「（２）ア委託料限度額」とす

る。 

（１）収集運搬経費（（２）処分手数料相当額を除く。） 

ア 委託料 ￥       － 

イ 年度別内訳 

年 度 年度別委託料（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額） 

令和８年度 ￥       －（￥     －） 

令和９年度 ￥       －（￥     －） 

令和 10 年度 ￥       －（￥     －） 

（２）処分手数料相当額 

ア 委託料限度額 

区分 予定重量 処分手数料（単価） 委託料限度額 

○○ごみ ㎏ ￥   －（  ㎏あたり） 

￥    － 

○○ごみ ㎏ ￥   －（  ㎏あたり） 

イ 年度別内訳 

年 度 年度別委託料限度額 

令和８年度 ￥       － 

令和９年度 ￥       － 

令和 10 年度 ￥       － 

※ 委託料限度額は、消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。 

  

記載例（従量制） 



２ 支払方法 

業務委託契約書の「４委託料」の支払は月払とし、発注者は、次の（１）に（２）を加算した

総額を、同契約書の「４委託料」として受注者に支払うものとする。 

（１）収集運搬経費（（２）処分手数料相当額を除く。） 

   各月の支払金額は次のとおりとする。 

支払月 支払額（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額） 

令和８年４月から 

令和 11 年３月までの各月 

￥       －（￥     －） 

（２）処分手数料相当額 

各月の支払金額は、上記「１（２）ア委託料限度額」の範囲内で、業務実施報告書に記載さ

れた一般廃棄物の種類ごとの合計重量（月計）（小数点第２位以下は切り捨てるものとする。）

に処分手数料（単価）を乗じて得た金額（１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。）。 

 

３ その他 

業務委託契約約款第 28 条第４項、同条第６項、第 42 条第１項第１号、第 45 条第２項及び第

48 条第１項の規定の適用については、「委託料」とあるのは、上記「１（１）ア委託料及び１

（２）ア委託料限度額」と読み替えるものとする。 


